
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金効果一覧表（令和５年度事業）

計画
No.

担当課 担当係 事業名称
事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容

 総事業費 うち交付金充当
 事業開始年

月日
 事業完了年

月日
 事業実績  成果目標  目標に対する達成度  効果  効果の具体的理由  検証の有無と方法

1 福祉課 地域福祉係

電力・ガス・食料品
等価格高騰重点支
援給付金事業【低所
得者世帯給付金】

①コロナ禍における原油価格や物価高騰等の影響を受ける低所得世帯に
対し、経済的不安の軽減を図るため給付金を支給する事業
②低所得の世帯への給付金

39,030,000 39,030,000 2023/5/29 2023/12/15

・令和5年度住民税非課税世帯1,410世帯へ案内（基準日6月1日）
・1,297世帯へ給付（10月27日振込完了）
@3万円×1,297世帯＝給付3,891万円
・家計急変世帯申請４世帯（12月15日振込完了）
@3万円×４世帯＝給付12万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給付決算　 3,903万円

対象世帯への給付率95％以上
対象世帯（住民税均等割非課税世帯）への給付率は
91.99％であった。
（上記他、家計急変世帯への給付が４件あった。）

非常に効果
的であった

コロナ禍における物価高騰等の影響を受ける
低所得世帯に対し、経済的不安の軽減を図る
ことができた。

なし

2  福祉課 地域福祉係

電力・ガス・食料品
等価格高騰重点支
援給付金事業（事務
費）

①コロナ禍における原油価格や物価高騰等の影響を受ける低所得世帯に
対し、経済的不安の軽減を図るため給付金を支給する事業に必要な事務
経費
②低所得の世帯への給付に伴う事務費

5,719,347 5,719,347 2023/5/29 2024/2/29

・令和5年度住民税非課税世帯へ3万円の給付にかかる事務経費
・事務費     5,719,347円
   手当　　   　122,269円･･･超過勤務手当
   需用費　  　292,559円･･･印刷代、消耗品代
   役務費　  　614,889円･･･郵便代、電話代、振込手数料
   委託料  　4,689,630円･･･システム改修費、人材派遣費

対象世帯への給付率95％以上
対象世帯（住民税均等割非課税世帯）への給付率は
91.99％であった。
（上記他、家計急変世帯への給付が４件あった。）

非常に効果
的であった

コロナ禍における物価高騰等の影響を受ける
低所得世帯に対し、経済的不安の軽減を図る
ことができた。

なし

8 福祉課 介護保険係

社会福祉施設電力・
ガス・食料品等価格
高騰対策支援金事
業

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる社会福祉施設に対し、運営の安定化を図るため電力・ガス等の価格高
騰分を支援する事業
②社会福祉施設等への支援(補助金）

3,293,300 3,293,300 2023/4/1 2024/1/25

町内で介護、障害福祉施設を運営する事業者に次のとおり支援金を交付
・入所系施設　支援額：8,000円/人
・通所系施設　支援額：4,000円/人
・訪問系施設　支援額：30,000円/施設
  ※運営日数が週５日未満の場合は、運営日数に応じて算定･･･通所1箇所
　　 運営月数が1年未満の場合は、運営月数に応じて算定･･･通所１箇所
【内訳】
・介護施設　3,143,300円
　 　入所系　　７施設 1,896,000円
　 　通所系    13施設1,067,300円
　 　訪問系　　６施設   180,000円

・障害施設　150,000円
　   通所系　　２施設   120,000円
　   訪問系　　１施設   　30,000円

対象施設に対する100％補助 対象となる全ての施設に100％補助をした。
非常に効果
的であった

コロナ禍における価格高騰の影響を受けている
社会福祉施設等に支援金を交付することで、運
営の安定化を図ることができた。

なし

9 健康こども課 こども家庭係
子育て世帯応援給
付金事業

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる子育て世帯に対し、保護者の負担軽減を図るため給付金を支給する事
業
②子育て世帯への給付金及び給付に伴う事務経費

24,457,057 24,457,057 2023/5/29 2024/2/26

１８歳以下の児童を養育する家庭に対し、児童１人につき１万円を支給
①　積極的支給対象者(町からの児童手当支給者）
10,000円×1,452人=14,520,000円
② 申請支給対象者（口座未把握者）
10,000円×659人=6,590,000円
支給率　　99％
③申請勧奨　3回実施

対象となる世帯への給付率85％

積極的支給対象児童数：1,452人
支払児童数：1452人　　支給率：100％

申請支給支払対象児童数：663人
申請支給支払児童数：659人　　支給率：99％

効果的で
あった

18歳以下の児童を養育する世帯は、子育てに
係る費用は節約が困難で、物価高騰の影響を
強く受ける。
今回の事業は、申請率99％と高く、住民のニー
ズが高い事業といえる。

なし

11 健康こども課
 幼稚園保育園
係

保育所電力・ガス等
価格高騰対策支援
金事業

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる保育所に対し、運営の安定化を図るため電力・ガス等の価格高騰分を
支援する事業
②町内保育所への支援(補助金）

1,759,000 1,327,000 2023/4/1 2023/11/10
補助金交付実績
町内保育所　５施設　1,759,000円

対象保育所への100％補助
町内に在住する対象保育所５施設のうち、全てに対して補助
を実施したため、目標達成度100％となった。

効果的で
あった

電力・ガス等のエネルギー価格の高騰が続く中
で、子どもの健やかな成長のために欠かすこと
ができない保育所に対して補助金交付による
支援を実施することにより、保育所運営の安定
化を図ることができた。

なし

12
 健康こども課
（公立森町病
院）

健康づくり係

公立森町病院企業
会計繰出・補助
(電力・ガス等価格
高騰対策支援金）

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる公立森町病院企業会計への繰出
②公立森町病院事業会計電力・ガス等価格高騰対策支援金として繰出

15,892,000 15,892,000 2023/4/1 2024/3/25

電気代の価格高騰分算式
　各月における「　(令和５年度単価－令和３年度単価）×令和５年度使用量」で算出し
た金額の合計（R5.4～R6.2）

価格高騰分
　・公立森町病院電気料　14,714,631円 ・・・Ａ
　・家庭医療センター電気料　1,177,954円 ・・・B
　・合計　A＋B＝15,892,585円

公立森町病院への電気代高騰分を100％繰出（上限
30,000千円）

公立森町病院へ電気代の価格高騰分を100％の補助を実
施した。

非常に効果
的であった

原油高騰・物価高騰の状況下において、電気
代の価格高騰分の支援により、病院経営の安
定化に寄与した。

なし

13 産業課 農政係
認定農業者肥料高
騰対策支援金事業

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる農家等に対し経費増加分を支援する事業
②町内の認定農業者への補助金

4,315,000 4,315,000 2023/6/1 2024/2/26
認定農業者の肥料価格高騰の支援を実施することで、肥料等の資材の価格高騰につ
いての影響に対し支援することが出来た。農産物の生産が継続されている。
59名からの申請があり4,315,000円の交付金を支払った。

認定農業者　１名増

認定農業者に対して支援を実施することで認定農業者への
誘導を進めた。
令和５年４月１日　　65名
令和６年２月26日　  67名
２名増し達成した。

効果的で
あった

認定農業者の肥料価格高騰の支援を実施する
ことで、肥料等の資材の価格高騰についての
影響に対し支援することができた。
森町での農産物の生産は継続できている。

なし

18 学校教育課 学校管理係
森町小中学校電力・
ガス等価格高騰対
策支援金事業

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる学校施設において、過度な節電対策により児童生徒に過大な負担が
生じないよう、電気代の高騰分に交付金を充当し学校施設の安定した運営
を図る。
②町内小中学校の電気代（高騰分）

16,692,629 16,054,296 2023/4/1 2024/2/29

電気料金高騰分（R5年度単価－R3年度単価）×R5年度使用量
・飯田小学校　　　2,588,363円
・宮園小学校　　　4,751,898円
・森小学校　　   　3,541,285円
・旭が丘中学校 　3,244,856円
・森中学校 　　　　2,566,227円

電気料金の高騰により、照明や空調などの設備が充分
に使用できなかったと感じた学校職員の割合10％以下

全ての小中学校の常勤職員（教職員・兼務職員・任期付職
員・臨時講師・養護教諭・事務職員・栄養教諭）を対象として
アンケートを実施したところ、以下の結果となった。
①例年どおり電気設備の使用ができたと回答した職員
②意識的に節電する等の取組みは実施したが、学校生活に
支障はなかったと回答した職員
①と②をあわせた割合は97.78％であり、目標は達成され
た。

非常に効果
的であった

照明や空調の使用が電力消費の主なものと
なっている。教室における適切な照度は法で定
める基準を満たす必要がある。また、温暖化の
影響から空調の使用制限による児童生徒の体
調不良なども危惧される。
無理な節電に頼ることなく学校運得を行うこと
ができたため非常に効果的であった。

町内全ての小中学校の常
勤職員に対し、アンケート
調査を実施

合計 -                  -                  111,158,333 110,088,000


